
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は契約者（利用者）に対して居宅における生活支援に必要な障害福祉

サービスを提供いたします。事業所の概要や提供いたしますサービス内容と契

約上ご注意いただきたいことをご説明いたします。 

 

 

当サービスの利用対象者は、原則、障害支援区分の判定を受け、障害福祉サービスの決定

された方で、当事業所が作成した居宅介護計画又は移動支援計画に従いサービスの利用

が可能となります。 
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居宅介護（居宅介護・重度訪問・同行援護）サービス 
移動支援サービス 

 

 

手稲ゆうゆう指定居宅介護（居宅介護・重度訪問・同行援護）、又は移動支援サービ

スの提供開始にあたり、サービスの内容、契約上のご注意いただきたいこと等を次の通り

説明いたします。また、当事業所では介護保険の基本理念の実現を目指して、介護サービ

ス情報を公表しています。 

 

 

１．事業所経営法人 

（１）法 人 名 社会福祉法人 手稲ロータス会 

（２）法人所在地 札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番５号 

（３）電 話 番 号 ０１１－６９９－８１８１ 

（４）代表者氏名 理事長 宮 川 学 

（５）設 立 年 月 １９８８（昭和６３）年６月２３日 

 

２．利用事業所 

（１）事業所の種類 
居宅介護（居宅介護・重度訪問・同行援護） 

移動支援サービス 

（２）事業所の名称 手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所（０１１０４００１７３） 

（３）事業所の所在地 札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番５号 

（４）電 話 番 号 ０１１－６８５－８２０１ 

（５）管 理 者 今 野 慎 司 

（６）開 設 年 月 １９８９（平成元）年６月１日 

 

３．併設されている事業 

事 業 の 種 類 
北海道知事による事業者指定 

利用定数 
指定年月日 指定番号 

手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所 2000(平成 12)年 4 月 1 日 0110400173 － 

手稲ゆうゆう居宅介護支援事業所 2000(平成 12)年 4 月 1 日 0170400055 － 

手稲ゆうゆう認知症対応型 

共同生活介護事業所（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 
2002(平成 14)年 4 月 1 日 0190400010 １８名 

手稲ゆうゆう通所介護事業所 

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
2000(平成 12)年 4 月 1 日 0170400154 ４０名 

札幌市手稲区 

介護予防センター稲穂・金山・星置 
2006(平成 18)年 4 月 1 日  － 
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４．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

利用者（契約者）が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保

および向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができ

るよう、居宅介護（居宅介護・重度訪問・同行援護）、又は移動支

援サービスを提供することを目的とします。 

事業所運営の方針 

事業者は、契約者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、障害者総

合支援法令その他関係法令およびこの契約の定めに基づき、関係す

る区市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な

連携を図りながら、契約者（利用者）の有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、適切なサービスの提供に努めま

す。 

 

５．通常の事業実施地域・営業日及び営業時間について 

通常の事業実施区域  

札幌市手稲区、札幌市西区及び札幌市北区、石狩市花川及び同

市樽川、小樽市銭函、同市星野町、同市見晴町、同市桂岡及び

同市張碓 

営 業 日  月曜日～日曜日の通年  

受 付 時 間 月曜日～金曜日・午前９時～午後５時３０分  

サービス提供時間帯  

日中：午前 ８時～午後 ６時 

早朝：午前 ６時～午前 ８時 

夜間：午後 ６時～午後１０時  

日中：午前 ８時～午後 ６時 

 

６．職員の体制について 

職  種 常 勤 非常勤 

事業所長（管理者） １名 ０名 

サービス提供責任者 ２名 ０名 

訪問介護員 ２名 １４名 

 （１）介護福祉士 ２名 ８名 

 （２）訪問介護養成研修２級（ヘルパー２級）課程修了者 ０名 ５名 

 （３）介護職員初任者研修課程修了者 ０名 １名 
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７．提供するサービスの概要について 

 

８．利用料等について 

（１）利用料金 

・ 契約者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は居宅介護サービス利用料

金表（別表２－１、２－２、２－３）であり、契約者からお支払いいただく「利

用者負担金」は、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣

及び市町村長が定めた額。ただし、障害福祉サービスの支給限度額を超えてサー

ビスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。  

※ 令和３年９月３０日までの間は、所定単位数に 0.1％に相当する単位数を加

算します。 

（２）利用料金の変更 

・ 事業者は、札幌市や石狩市、小樽市が利用単位毎の料金を変更した場合又は、

厚生労働大臣が利用単位数を変更した場合、利用者（契約者）に対して、１カ月

前までに文書で通知をすることにより、利用料金の変更（増額または減額）を申

し入れることができます。 

・ 利用者（契約者）が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく「重要事

項説明書」を作成し、新たな重要事項説明書又は同意書にて説明・同意いただき、

同内容サービスを提供します。 

・ 利用者（契約者）が、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通

知することにより、この契約を解約することができます。 

・ 生活困難等である契約者（「手稲ロータス会利用料減免規程」の条件に合う方）

に対しては「手稲ロータス会利用料減免規程」により利用料の減免が適用されま

す。 

（３）２名の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合 

・ 以下の特段の理由かつ利用者（契約者）の同意を得たうえで、通常料金の２倍

の料金をいただきます。 

ア 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合  

イ 暴力行為などが見られる方へのサービスを行う場合  

ウ その他身体状況等の理由で必要な場合  

（４）交通費  

・ 通常の事業実施地域外の地区にお住いの方で、当事業所のサービスを利用され

る場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。なお、

自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。  

ア 通常の実施地域を越えた区域から、その経路１㎞につき２３円  

イ 通常の実施地域を越えた区域から、１㎞未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てる。 

○身体介護 

入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。 

○家事援助 

調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助を行います。 

○移動支援 

通院等外出時の支援を行います。 

○重度訪問介護 

入浴、排せつまたは食事の介護等のサービスや調理、洗濯または掃除等の家事援助、

その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 

○同行援護 

移動及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）を

行います。また、外出先において必要な移動の援護を行います。 

排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 
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（５）料金の支払い方法 

・ 原則、当事業所が指定する口座への振込又は取扱い可能な銀行等による引落サ

ービスをご利用いただきます。なお、各種手続きにかかる負担額は利用者（契約

者）にご負担いただきます。 

（６）連帯保証人 

・ 連帯保証人となる方については、利用者の債務について、極度額２０万円の範

囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は連帯保証人が亡くな

ったときに確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。また、

連帯保証人からの請求があった場合には、連帯保証人の方に利用料等の支払い状

況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提

供します。（契約書第１４条参照） 

 

９．利用日の中止・変更・追加について 

・ 利用者（契約者）は、事業者に対して、サービス実施予定日の前日までに通知をす

ることにより、料金を負担することなくサービスの利用を中止、変更することができ

ます。 

・利用者（契約者）が、サービス実施日になって利用の中止を申し出た場合、下記のキ

ャンセル料をいただく場合があります。 

① 午前ご利用の場合 ➡ 前日の午後 5 時 30 分までに連絡をいただいた場合：無料 

② 午後ご利用の場合 ➡ 当日の午前 9 時までに連絡をいただいた場合   ：無料 

③ ①、②以外の場合 ➡ 500 円 

・ 利用者（契約者）のサービス利用の変更、追加の申し出については、当事業所の訪

問介護員の稼働状況に応じ調整を行います。尚、契約者の希望する日時にサービスを

提供することができない場合は、契約者と事業者で協議するものとします。  

・ 希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示

して協議します。  

・ 事業者は、利用者（契約者）が感染症にり患した場合、障害者住宅等にお住いの方

で施設において感染症が蔓延している場合、感染予防のため、サービスを中止する場

合があります。（契約者の家庭状況等により相談させて頂きます）  

・ 訪問介護員等が感染症にり患した場合、感染予防のためサービスを中止する場合が

あります。 

 

10．サービスの提供に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

・ サービスを提供する訪問介護員については、複数の訪問介護員が交替してサー

ビスを提供する場合があります。  

（２）訪問介護員の交替 

・ ご契約者からの交替の申し出  

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上 

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対

して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者（契約者）か

ら特定の訪問介護員の指名はできません。 

・ 事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

・ 訪問介護員を交替する場合は利用者（契約者）及びその家族等に対してサービ

ス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 
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（３）サービスの実施に関する事項  

・定められた業務以外の禁止 

契約者（利用者）は「項目７提供するサービスの概要について」で定められた

サービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 

・サービスの実施に関する指示・命令 

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者

はサービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとしま

す。 

・備品等の使用 

利用契約に基づき使用いたします。 

（４）サービスの実施に伴う光熱水費等についての取り扱い 

・ 居宅介護サービス又は移動支援サービスの提供にあたり、水道、電気、ガス、

電話の利用が必要となった場合は、無償で使用させていただきます。 

 

11．訪問介護員の禁止行為 

 

1 2．緊急時（事故発生時）の対応 

・ サービス提供中における事故の発生又はその再発を防止するため、事故防止のため

の指針及び事故防止マニュアルを作成するとともに、定期的（年２回以上）に研修会

を開催する等従業者に周知徹底を図り、事故防止に努めます。また、事故防止の取組

みを適切に実施するための担当者を当該指針に定めます。  

・ 事故が発生した場合は、市町村、利用者（契約者）の家族に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じます。また、サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

・ サービス提供中に利用者（契約者）の容態に急変があった場合は、下記の医療機関

に連絡をする等の必要な対応をするほか、ご家族が不在の場合等には、緊急連絡先に

ご連絡いたします。また、利用者（契約者）本人の安否確認ができず、家族とも連絡

が取れない時、生命の危険が予測される可能性が生じた場合、警察、消防等の関係機

関へ連絡し、共に安否の確認を行うことがあります。 

 

13．個人情報の取扱い 

・ 個人情報の保護に関しては、個人情報を適切に管理する事を社会的責任と考えます。

この考えを基に「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、「手稲ロータス会個人情報

保護規程」を作成して利用者の方々の権利、利益を保護することに努めます。利用開

始時には個人情報の取扱について同意書に署名・捺印をいただきますのでご協力下さ

い。又、従業者には業務上知り得た利用者（契約者）又はその家族等の秘密を漏らし

てはならないことを徹底して研修しております。 

 

 

①  医療行為 

②  利用者（契約者）もしくはその家族等からの金銭又は物品等の授受  

③  利用者（契約者）の家族等に対する居宅介護サービス等の提供  

④  飲酒及び契約者（利用者）もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙  

⑤  利用者（契約者）もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動  

⑥  その他、利用者（契約者）もしくはその家族等に行う迷惑行為 
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14．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

・ 電話等でお申し込みいただきます。当事業所職員が対応致します。サービス提

供の依頼を受けた後、契約を結び、居宅介護サービス又は移動支援計画を作成し

て、サービスの提供を開始します。  

※居宅介護計画等の作成を依頼している場合は、事前に相談支援専門員とご相

談ください。 

（２）サービスの利用解除 

・ 障害支給区分の認定により、非該当と認定された場合。 

・ 利用者（契約者）からの契約解除の申出があった場合（１週間前に申出下さい） 

・ 利用者（契約者）が医療機関に入院された場合。 

・ 利用者（契約者）が、契約時に心身の状況及び病歴等の重要事項について故意

に告げず、又は虚偽の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情が

生じた場合。 

・ 利用者（契約者）又はその家族等に対して請求した当事業所のサービス費等の

請求にもかかわらず、支払いが３ヶ月以上遅延した場合。 

・ 利用者（契約者）が、故意又は重大な過失により、従業者等の生命、身体、財

物、信用等を傷つける等、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

（３）契約書・同意書・重要事項説明書について 

・ 利用開始時にはサービス提供責任者から、利用に関する説明を受けた後、事業

所と利用者（契約者）の方と双方で誤解が生じないよう契約書を取り交します。 

・ 個人情報の取扱い・利用料金については、同意書をいただきます。 

・ 重要事項説明書について、サービス提供責任者の説明後、確認した旨の署名・

捺印をいただきます。 

・ 再利用を希望する場合、その期間（直近の当事業所利用日）から３ケ月以内で

あれば、最初に取り交した契約書、同意書、重要事項説明書は双方確認の上、問

題がなければ有効として、新たに取り交しはしません。 

 

15．身体拘束廃止と事故防止等 

・ 当施設では、利用者（契約者）が身体的、精神的に安心して日常生活ができ、利用

者（契約者）の人間としての誇りを尊重し、人権を守るため、利用者（契約者）又は

他の入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他 利用者の行動を制限する行為を行いません。  

・ また、利用者（契約者）が安全、かつ、安心して日常生活を営むことができ、生命

や 身体に重大な影響が生じないよう、事故の未然防止に努めます。  

・ これらについては、当事業者の「身体的拘束廃止に関する指針」及び「介護事故防

止のための指針」等を踏まえて対応しております。  

・ 感染症や食中毒の発生及び蔓延の防止にも努めます。 

 

16．虐待防止について 

・ 当施設では、利用者（契約者）の尊厳の保持及び人格の尊重が達成されるよう、虐

待の未然防止、虐待等の早期発見の観点から、虐待の防止のための対策を講じ、「虐待

の防止に関する指針」等を踏まえて対応しております。 
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17 感染予防の対応 

・ サービス提供中に事業所において感染症又は食中毒が発生及びまん延しないよう、

感染症予防のための対策を検討する委員会を設置するとともに、予防又はまん延の防

止のための指針及び予防マニュアルを作成し、その措置を講じます。  

・ 定期的（年２回以上）に研修会を開催するほか、感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練等を実施する等従業者に周知徹底を図り、感染症予防に努めます。  

・ 感染症予防に関する措置を適切に実施するための担当者を当該委員会に定めます。  

・ 利用者が利用している指定居宅サービス事業者等で感染症が発生した場合において

は、速やかに利用者又は家族に連絡するとともに、代替サービスの利用を提案等の対

応を行います。  

 

18 災害対策の対応 

・ サービスの提供中に災害が発生した場合、訪問介護員は利用者の避難等適切な措置

を講じます。 

・ 事業所は、あらかじめ、通報、連携体制、地域との連携等について具体的な対策の

計画を作成しておき、従業者に周知を図るとともに、消防署等との合同訓練を年２回

以上実施します。 

 

19．業務継続計画について 

・ 当施設は、感染症や災害が発生した場合にも、利用者が継続してサービスを受けら

れるよう、早期に業務を再開するための業務継続計画を作成しています。その計画に

沿って、年２回以上研修及び訓練を実施しています。 

 

20．苦情・相談の受付について 

○当事業所の苦情やご相談は下記の者が責任をもってお受けします。 

・受 付 担 当 者 

サービス提供責任者  佐 藤 亜 悠 

逸 見 ひとみ 

小貫山 智亜紀 

高 橋 蓉 子 

・苦情解決責任者 

管 理 者  今 野 慎 司 

・受 付 時 間 

月曜日～金曜日   ９：００～１７：３０ 

○苦情受付とその処理について 

・ 当事業所は速やかに、公正に苦情が解決されるよう『社会福祉法人手稲ロータス

会 苦情処理規程』を設けております。その概要は別紙のとおりです。 

 

21．第三者評価について 

評 価 機 関 実施有無 実 施 月 日 開 示 状 況 

サービス満足度アンケート調査 

（独自） 
○ 

年１回実施 

（2022.3.21） 
個別配布 

福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 事 業 

（全国社会福協議会） 
× ― ― 



 

 

同  意  書 

 

２０  年  月  日 

 

 

手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所サービスにおけるサービスの提供開始に当たり、この

重要事項説明書の説明を行うとともに、文書の交付を行いました。 

 

手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所 

説  明  者   職 名 

 

氏 名                      印 

 

私は、この重要事項説明書の説明を受け、手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所のサービス

の提供を受ける事に同意し、交付文書を受領しました。 

 

 

利  用  者   住 所                        

（ 契 約 者） 

氏 名                      印 

 

 

署 名 代 理 人   住 所                        

 

氏 名                      印 

 

利用者との続柄         

 

 

身 元 引 受 人   住 所                        

及び連帯保証人 

氏 名                      印 

 

利用者との続柄         

 

［利用者（契約者）情報］ 

医療機関名 連絡先 

 

 

主治医氏名（          ） 

住  所 

 

電話番号（   ） 

緊急連絡先（１）  連絡先 

氏名 

 

関 係 性（          ） 

住  所 

 

電話番号（   ） 

緊急連絡先（２）  連絡先 

氏名 

 

関 係 性（          ） 

住  所 

 

電話番号（   ） 



 

手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所 利用料金表＜居宅介護サービス＞                                              別紙 １ 
２０２１年４月１日（改正） 

身体介護中心のサービス 

 （Ａ） （Ｂ） １回あたりの単位数 １回あたりの自己負担額（円）（Ａ） 
１回あたりの自己負担額（円） 

（Ａ）＋（Ｂ） 

サービス提供時間 基本単位 初回加算 （Ａ） （Ａ）＋（Ｂ） 生活保護 
低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 
生活保護 

低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 

３０分未満 255 

200 

377 672 

0 0 

384 

0 0 

685 

３０分以上１時間未満 402 594 889 605 906 

１時間以上１時間３０分未満 584 863 1,158 879 1,179 

１時間３０分以上２時間未満 666 984 1,280 1,002 1,304 

２時間以上２時間３０分未満 750 1,109 1,404 1,129 1,430 

２時間以上３時間未満 833 1,231 1,527 1,254 1,555 

家事援助中心のサービス 

 （Ａ） （Ｂ） １回あたりの単位数 １回あたりの自己負担額（円）（Ａ） 
１回あたりの自己負担額（円） 

（Ａ）＋（Ｂ） 

サービス提供時間 基本単位 初回加算 （Ａ） （Ａ）＋（Ｂ） 生活保護 
低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 
生活保護 

低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 

３０分未満の場合 105 

200 

155 450 

0 0 

158 

0 0 

459 

３０分以上４５分未満 152 225 520 230 530 

４５分以上１時間未満 196 289 584 295 595 

１時間以上１時間１５分未満 238 351 647 358 659 

１時間１５分以上１時間３０分未満 274 404 700 412 713 
 

※１ 早朝（６：００～８：００）・夜間（１８：００～２２：００）の場合は、２５％増、深夜（２２：００～６：００）の場合は、５０％増となります。 

※２ 一般１の負担上限月額は、４，６００円～９，３００円／月です。一般２の負担上限月額は、３７，２００円／月です。 

※３ 自己負担額には、特定事業所加算（Ⅱ）［所定単位数×１０％］、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）［所定単位数×３０．２％］が含まれています。 

 

 

 



 

別紙 ２ 

手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所 利用料金表＜重度訪問介護サービス＞ 

２０２１年４月１日（改正） 

 （Ａ） （Ｂ） １回あたりの単位数 
１回あたりの自己負担額（円）

（Ａ） 

１回あたりの自己負担額（円） 

（Ａ）＋（Ｂ） 

サービス提供時間 基本単位 初回加算 （Ａ） 
（Ａ）＋

（Ｂ） 
生活保護 

低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 
生活保護 

低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 

１時間未満 185 

200 

258 538 

0 0 

263 

0 0 

548 

１時間以上１時間３０分未満 275 383 663 390 675 

１時間３０分以上２時間未満 367 512 792 522 807 

２時間以上２時間３０分未満 458 639 919 651 936 

２時間３０分以上３時間未満 550 768 1,048 782 1,067 

３時間以上３時間３０分未満 640 894 1,174 911 1,196 

３時間３０分以上４時間未満 732 1,022 1,302 1,041 1,326 

４時間以上８時間未満 817 1,141 1,420 1,162 1,446 

※１ 早朝（６：００～８：００）・夜間（１８：００～２２：００）の場合は、２５％増、深夜（２２：００～６：００）の場合は、５０％増となります。 

※２ 一般１の負担上限月額は、４，６００円～９，３００円／月です。一般２の負担上限月額は、３７，２００円／月です。 

※３ 自己負担額には、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）［所定単位数×１９．２％］が含まれています。 

※４ ８時間以上～１２時間未満の場合は、４時間以上８時間未満の料金に３０分を増すごとに約１０４円が加算されます。 

 

 

 

 

 



 

別紙 ３ 

手稲ゆうゆう指定居宅介護事業所 利用料金表＜同行援護サービス＞ 

２０２１年４月１日（改正） 

（身体介護を伴う場合） 

 

（Ａ） １回あたりの単位数 
１回あたりの自己負担額（円） 

（Ａ） 区分３ 区分４ 

サービス提供時間 基本単位 （Ａ） 区分３ 区分４ 生活保護 
低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 
生活保護 

低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 
生活保護 

低所得１ 

低所得２ 

一般１ 

一般２ 

３０分未満 190 281 275 285 

0 0 

287 

0 0 

280 

0 0 

291 

３０分以上１時間未満 300 443 434 451 451 442 460 

１時間以上１時間３０分未満 433 639 626 650 651 638 662 

１時間３０分以上２時間未満 498 735 720 748 749 733 762 

２時間以上２時間３０分未満 563 832 814 845 847 829 861 

２時間以上３時間未満 628 927 908 943 944 925 960 

３時間以上 693 1,024 1,003 1,041 1,043 1,022 1,060 

※１ 早朝（６：００～８：００）・夜間（１８：００～２２：００）の場合は、２５％増、深夜（２２：００～６：００）の場合は、５０％増となります。 

※２ 一般１の負担上限月額は、４，６００円～９，３００円／月です。一般２の負担上限月額は、３７，２００円／月です。 

※３ 自己負担額には、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）［所定単位数×３０．２％］が含まれています。 

※４ 区分３に該当する利用者は所定単位数×２０％加算、区分４に該当する利用者は所定単位数×４０％加算となります。 

 

 

 



 

 

受付担当者が苦情（相談）を受付後、解決責任者及び第三者委員へ報告し、内容を確認した後、申

し出人に対して受付けた旨を通知いたします。 

受付け事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付をいたします。又、第三者委員へ

直接申し出る事もできます。 

別 紙 

 

 苦情（相談）申し出窓口設置のご案内 
 

 

社会福祉法第８２条の規程により、社会福祉法人手稲ロータス会で経営する事業は入所者、利用者、

家族の皆様からの苦情（相談）に適切に対応する体制を整えております。 

事業所における苦情（相談）については、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員を置き入所者、

利用者、家族の皆様からの苦情（相談）に対応いたします。 

 

 

◇苦情（相談）受付の流れ 

 

Ｑ．苦情（相談）がある場合は、どうしたらよいのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．受付けられた苦情（相談）は、どのように報告、確認されるのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相    談 報     告 

ご
利
用
者
・
ご
家
族 

ご
利
用
者
・
ご
家
族 

苦情（相談）解決責任者 ・ 第三者委員 



 

第三者委員としては、社会福祉法人手稲ロータス会監事が苦情（相談）解決にあたります。 

解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者

が委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次

により行います。 

ア．苦情内容の確認 イ．解決案の調整、助言 ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

手稲あんじゅにて解決できない場合は、下記の関係機関に申し立てをする事ができます。 

 

・札幌市介護保険課     札幌市中央区北１条西２丁目 

                      ℡０１１－２１１－２９７２ 

・国民健康保健団体連合会    札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 

   ℡０１１－２３１－５１６１ 

・北海道社会福祉協議会      札幌市中央区北２条７丁目 かでる２・７ ３F 

   ℡０１１－２０４－６３１０ 

・札幌市手稲区役所 保健福祉部保健福祉課 

札幌市手稲区前田１条１１丁目 

   ℡０１１－６８１－２４００ 

社会福祉法人手稲ロータス会「苦情処理解決規程」第２条（苦情解決責任者、受付担当者、第三者

委員）が定める第三者委員は、次の２名です。 

 

加賀 三千博（かが みちひろ)・橋本 修一（はしもと しゅういち） 

 

札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番５号 

℡ ０１１－６９９－８１８１ 

（手稲ロータス会法人本部事務局） 

Ｑ．解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．第三者委員とは、どんな人がなっているのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．手稲ゆうゆうにて解決できない場合は、どうなるのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒００６－００３５ 

札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番５号 

手稲ゆうゆう居宅介護事業所 

TEL  ０１１－６８５－８２０１ 

FAX  ０１１－６８１－７３７５ 


